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はじめに 

 

児童福祉施設における食事は、入所する子どもの健やかな発育・発達及び健康の維持・増進の

基盤であるとともに、望ましい食習慣及び生活習慣の形成を図るなど、その役割は極めて大きい。 

このような中、食育推進基本計画に保育所等における食育の推進が盛り込まれ、保育所保育指

針に「食育」が位置付けられるなど、子どもの「食」を取り巻く環境が大きく変化している。ま

た、平成２１年５月には「日本人の食事摂取基準」策定検討会報告書（２０１０年版）がとりま

とめられた。 

こうした状況の中で、児童福祉施設における、子どもの発育・発達を視野に入れた具体的な食

事計画の作成や評価など食事摂取基準も踏まえた栄養管理の手法、児童福祉施設の特徴を踏まえ

た衛生管理、並びに、食育の観点からの食事の提供などについて、より具体的な内容や留意点を

例示してほしいとの要望が強くあった。 

そこで、「児童福祉施設における食事の提供及び栄養管理に関する研究会」において、子ども

の健やかな発育・発達を支援する観点から、児童福祉施設における食事の提供及び栄養管理を実

践するにあたっての考え方の例を示すものとして「児童福祉施設における食事の提供ガイド」を

取りまとめた。 

このガイドは、食事の提供についての実務を担当する者を対象とし、児童福祉施設における食

事の提供に関する留意点を踏まえ、具体的な実践例を示すものである。児童福祉施設における食

事の提供及び栄養管理は、子どもの健やかな発育・発達の根幹であることから、施設内の様々な

職種の職員の連携が必要であり、施設長をはじめとするすべての職員の理解が望まれる。また、

各自治体の児童福祉施設主管課においては、ガイドの趣旨を踏まえて、各施設に対する支援にお

いて、適切な活用が望まれる。 

 なお、本ガイドは、児童福祉施設で食事の提供及び栄養管理に関わる管理栄養士も研究会の構

成員として参画し、それぞれの施設での事例等も踏まえ、検討を行った。各施設における取組を

例示しているが、施設種別、入所形態、提供する食事の回数、職員の配置状況等により施設毎の

状況が異なる。したがって、子どもの状態を把握し、各職員間で連携・協働しながら食事の提供

及び栄養管理をそれぞれの施設の特性に合わせて進めていくことが重要であり、このガイドの目

指すところである。 


